
○みんなの人権110番（平日8:30～17:15） ☎0570-003-110（法務省）

○子どもの人権110番（平日8:30～17:15） ☎0120-007-110（法務省）

○こころの電話相談（平日9:00～11:30・13:00～16:30（火・祝日除く））

　☎①098-996-3163　☎②098-996-3166（沖縄県）

○名護市教育相談室（平日9:00～17:00） ☎0980-53-3187（名護市教育委員会）

もし、あなたが差別やいじめを受けていたり、友人が傷ついていたりする時には、一人で悩ま
ず、家族や友人、先生などに相談しましょう。また、下の電話番号でも相談ができます。

名護市　・　名護市教育委員会

恐れるべき対象は感染した「人」ではなく

「ウイルス」です。感染者が安心して適切

な治療を受け普段の生活に戻ることが、新

型コロナウイルス感染症の終息につながり

ます。感染者や濃厚接触者、そして医療従

事者等やその家族の

立場や気持ちを考え

思いやりのある行動

をしましょう。

病気やアレルギーなどの理由でワクチンを

接種できない人もいます。職場や学校など

で周りの人に接種を強要したり、接種を受

けていない人に対して

差別的な対応をするこ

とはあってはなりませ

ん。一人一人の考えや

事情を尊重することが

大切です。

新型コロナウイルスは、誰で

も感染するリスクがあります

新型コロナウイルス感染症に関する
差別・偏見・いじめは許されません!

人権侵害につながることのないよう、公的機関の発信する正確な情報に基づいた

冷静な行動をお願いします。私たち一人ひとりが思いやりの気持ちを持ち、支えあ

いながら市民一丸となってこの難局を乗り越えていきましょう。

ワクチン接種は強制ではなく

接種するかは個人の判断です


